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午前１０時２０分 開  会 

○副委員長（佐藤育男） おはようございます。本日は本会議休憩中のところ、ご出

席をいただきましてありがとうございます。委員長がちょっと、遅刻の届出があり

ましたので、私が進行させていただきます。どうかよろしくお願いします。 

只今より、建設水道常任委員会を開会いたします。遅刻の届出が２３番、千葉委

員長より提出されております。それでは当委員会に付託された事件について、別紙

日程表のとおり審査いたしますので、よろしくお願いいたします。 

なお、正確な会議録の作成のため、発言をする際には委員長の許可、副委員長で

すね、副委員長の許可を得たあとで、マイクのスイッチを入れてからお願いをいた

します。 

審査に入る前に、当局からあいさつがありましたらお願いをいたします。小松建

設部長。 

○建設部長（小松春一） おはようございます。常任委員の皆様には常任委員会を開

催いただきまして、誠にありがとうございます。市長のあいさつにもございました

けれども、大変大型の勢力を保ったままということで接近する１９号台風に備えま

していろいろ準備を進めてきたところでございますけれども、ふたを開けましたと

ころ雨・風ともたいした勢力でございませんで、道路・河川等のいわゆる公共土木

施設につきましては一切被害がなかったということでございます。 

さて、今臨時会でご審議をお願いいたします案件は、市街地再開発事業において

実施しております水路改修に係る公共施設管理者負担金等のほか、住宅リフォーム

支援事業は申請件数の増が見込まれること、また、８月の豪雨により被災しました

災害復旧事業に係るそれぞれの補正予算案でございます。詳しい内容につきまして

は、担当課長がご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

○副委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。それでは早速、審査に入り

ます。議案第１２７号、「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」を議題

といたします。なお、所管関係課の内容を一括説明をしていただきまして、まとめ

て質疑、討論、採決をしたいと思いますので、どうかご協力をお願いいたします。 

  それでは当局の説明を求めます。はじめに進藤道路河川課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） それでは、議案第１２７号、「平成２６年度大仙市一

般会計補正予算（第６号）」のうち、道路河川課所管分について、ご説明申し上げ
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ます。 

 はじめに、事項別明細書により歳入についてご説明申し上げますので、資料№２

補正予算書の７ページをお開き願います。 

 １４款「国庫支出金」・１項「国庫負担金」・４目「災害復旧費国庫負担金」は、

２，７６１万３千円を補正するものであります。これは、歳出において詳しくご説

明申し上げますが、１節「公共土木施設災害復旧費負担金」において、「道路橋り

ょう災害復旧費負担金」を活用しての、８月豪雨の災害復旧に係る経費の補正であ

ります。 

 同じく、２項「国庫補助金」・６目「土木費国庫補助金」・１節「道路橋りょう

費補助金」６２６万１千円は、大曲通町地区第一種市街地再開発事業負担金におけ

る「社会資本整備総合交付金」としての補正であります。 

 次に歳出についてであります。資料№２、補正予算書の１０ページ、資料№２－

１、 事業説明書は６ページをお開き願います。 

  ８款「土木費」・２項「道路橋りょう費」・４目「道路新設改良費」・５０事業

「道路新設改良工事費負担金」は１，２５２万２千円の補正をお願いし、補正後の

額を８，５８５万２千円とするものであります。再開発事業につきましては、去る

９月１８日に大仙市議会議員説明会において、企画部重点政策推進室より詳しい説

明があったと思いますが、「大曲通町地区第一種市街地再開発事業」いわゆる「南

街区」における公共施設管理者分の工事費負担金であります。工事費負担金は市街

地再開発事業の実施に併せて、元の仙北組合病院西側に位置し、市が管理しており

ます老朽化した排水路「通称：井戸堰」を暗渠化、さらに「歩道」として整備する

ことにより治水機能と歩行空間を同時に確保する工事であります。この再開発事業

は平成２４年１月工事着工以来、３年５ヶ月にわたる工事を一括契約しております。

この間、「震災復興事業」や「国の経済対策」、「消費増税前」の駆け込み需要増

などにより建設資材費の値上がりや、人手不足による労務費の高騰が続いておりま

す。排水路改修工事については、暗渠規格及び製品の見直しや施工計画の見直しに

よる事業費の圧縮を図っておりますが、開削工事による周辺道路や建築物への影響

を回避するための「仮設鋼矢板」の増工や、既設水路接続位置変更に伴う構造物の

撤去による増工などに伴い、負担金を増額するものであります。この負担金の特定

財源といたしましては、国県支出金として「社会資本整備総合交付金」６２６万１

千円と、市債として「道路整備事業債」５９０万円の充当を予定しております。 

 資料「道路－１」をお開き願います。 
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  １ページ目に市街地再開発区域の位置図を、２ページ目左側には再開発区域と排

水路施工区間を赤の実線で示した配置図と、右側には「北街区」方面上流側から、

及び下流側「市道丸の内黒瀬町線」からの既設排水路の写真を添付しております。 

 このオープンな排水路をボックス型に改修し、完成後は歩道を兼ねた暗渠排水路へ

整備するものであります。 

 次に資料№２、補正予算書の１１ページ、資料№２－１、事業説明書は８ページ

になります。 

 １１款「災害復旧費」・１１事業「道路橋りょう災害復旧事業費（補助分）」は、

４，１４０万円の補正をお願いするものであります。これは、南外地域において８

月２０日から２２日にかけての豪雨により崩落した「市道松木田・岩倉線」など全

４路線の復旧工事に要する経費であります。この地域では８月２１日午後２時まで

の２４時間雨量が、南外ダム観測地点において１７１ミリの降雨が確認された事に

より、「公共土木施設災害復旧事業」として採択されるものであります。特定財源

といたしまして、歳入でも申し上げましたが国県支出金として「道路橋りょう災害

復旧費負担金」２，７６１万３千円と、市債として「道路橋りょう災害復旧事業債」

１，３７０万円の充当を予定しております。内訳でありますが、１５節「工事請負

費」は、災害復旧に要する経費として４，１４０万円の補正であります。 

 資料「道路－１」をお開き願います。 

  資料の３ページ目に南外地域の災害復旧位置図を、４ページ目からは「市道松木

田・岩倉線」をはじめ被災状況の写真、全４箇所を順次添付しておりますのでご参

照願います。なお、道路災害復旧につきましては、今月末に国の査定が予定されて

おります。現在は通常の公共土木災害復旧国庫負担率６６．７％で予算を計上して

おりますが、「激甚災害の指定」が予定されており、よって今後国庫負担率の増高

が見込まれております。いずれにいたしましても道路災害復旧につきましては、国

からの災害査定を受けたあと所定の手続きを得て着工し、完成を目指すものであり

ます。 

 以上、議案第１２７号、「平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第６号）」の

うち、道路河川課所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。以上です 

○副委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。次に朝田建築住宅課長、よ

ろしくお願いします。 

○建築住宅課長（朝田 司） 議案第１２７号、「大仙市一般会計補正予算（第６号）」
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の建築住宅課所管分につきましてご説明申し上げます。 

 資料№２、補正予算書１０ページをお願いいたします。 

 ８款４項１目２０事業「住宅リフォーム支援事業費」につきましては８９４万８

千円を増額し、補正後の額を７，５０３万４千円とするものであります。この内容

につきましては、資料№２－１の事業説明書及び常任委員会資料「建住－１」によ

りご説明いたします。 

 はじめに事業説明書の７ページをお願いいたします。事業名「住宅リフォーム支

援事業費」でありますが、委員ご承知のとおり、リフォームを行う市民に対して財

政的支援を行い、居住環境の向上と市内住宅産業の活性化及び雇用の創出を図るも

のであります。今年度事業の目標は４００件の申し込みを予定しておりましたが、

９月末時点での状況と昨年度の実績を参考に、最終申し込み件数を４５７件と予想

し、今年の平均補助額を勘案し算出した額であります。申し込み件数が予想より増

える見込みとした理由は、今年度から補助メニューとして創設した、雪に強いまち

づくりの一環としての克雪対策を新設したことと、補助金上限の２０万円に達する

までの再申請を可能としたことがあげられます。 

 なお、９月末現在の申請件数は委員会資料「建住－１」にありますとおり、３４

９件で、昨年比１０．１％増であります。また、全体工事費で８億円以上の経済効

果を算出しており、そのうち克雪対策工事では１億円以上の施工がされております。

現在の推移からも市民の住宅リフォームに対するニーズは依然として高く、市内住

宅産業の活性化等につながっていると考えております。なお、財源の内訳は一般財

源となっております。 

 以上、補正予算の建築住宅課所管分につきましてご説明申し上げましたが、よろ

しくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。以上です 

○副委員長（佐藤育男） ありがとうございます。只今当局の説明が終了いたしまし

た。これより質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） 進藤課長、よろしくお願いします。この排水路整備工事の変更、

まず、この事業概要についての説明がこのなかに載ってますな。これを読んでみま

すと、構造物の撤去、それから水路の接続位置を変更すること、あと、仮設の鋼矢

板についてのそのまま、まず埋め殺しして処理すると。こうなっての金額が１，２

００万ちょっとだすな。これの計算でせ、いきますと、事業費の圧縮を図ったとこ

ろほかって書いてあるんだけども、どこのとこ事業費図ったものだがすよ。いわゆ

る前の事業費、排水路に係るものの事業費のなかでですよ、なんぼ出ててせ、そし
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てせ、この分１，２５０万、いわゆる私、冒頭にお話あったとおりのいろいろな変

更あるんすなんし。（聞き取り不能）だと。これが私たちわからねえどごだんすお

な。だからそのあたり、まず話していただければありがたいもんだどもせ。お願い

します。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい、副委員長。この排水路なんですけれども、当初

ボックスカルバートということで、そういう構造物で約１０４ｍの施工延長でやる

計画でございました。で、先程、小松議員のほうから、どれくらいの工事費増なっ

て、どれくらいの圧縮を図っているのかという質問がございましたけれども、先程

申しましたように資材の高騰、そういうものが考えられております。それで、従前

の工事費でいけば７，３６２万７千円の工事費から、今回、このまま物価・労働費

高騰による工事費増として９，４２２万９千円に膨らむ予定でございました。これ

を事業説明書に記載されたとおり、工事費を圧縮する方法として施工延長はほぼ変

わりませんけれども、ボックスカルバートからエコンカルバートと、エコンボック

スですね、そういうものに材料を変更してございます。ボックスカルバートという

のは真四角なもので、排水をこうやるわけなんですけれども、エコンカルバートは

俗にいうベンチフレームを反対にしたような形で底の部分がございません。底は現

場打ちで水路の流れを確保する。現場打ち、そういうものに変えてございます。こ

れで事業費が約、ここの部分だけで３０％ぐらい軽減となります。また、かかる分

として排水路の一部、こちら既存の排水路の壁がございませんので、その壁を利用

して土留めを考えてございますけれども、その部分がない部分を鋼矢板を打ち込ん

で壁の代わり、安全対策の代わり、そちらを考慮して増工してございます。その部

分、今回埋め殺しという表現をしてございますけれども、抜いて薬注をするよりも

費用が軽減となりますので、それは埋め殺しにさせていただくと。もう一点につき

ましては、構造物の、コンクリート構造物の撤去ございます。既設の排水路なんで

すけれども、こちらのほう当初設計よりも非常にボリュームが大きくなってござい

まして、当初で１７８リューベ計算してございましたけれども、これが３０７リュ

ーベと、１２９リューベほど増える見込みとなってございます。こういう処理にか

かる費用で１，２５２万２千円の増額となることでございます。以上です。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） まあな、粗々の説明はわかりましたけれども、へば、課長あれ

だすか、既存のお金の場合は９，４００万ほどの事業だと。で、それが７，３６０
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万ぐらいになって見直しするとすれば、それにプラスするのが今の構造物とかいろ

いろな物があって１，２００万になると。この合計足せばわからねども９，４００

万、７，３６０万さ、そうすればあれだげ、１，２００なんぼがプラスされるとい

うことだげ、へばこれ。どういう意味なもんだが、ちょっとわからねえす。そこら

あたり、お願いします。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） 申しわけございませんでした。説明がちょっと、数字

が間違ってございました。当初が７，３３０万の工事費、予定でございました。そ

れが合計で１，２５２万２千円の補正で、８，５８５万２千円と変更させていただ

きます。大変申しわけございませんでした。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） まあ、３回目で終わるんですけども、まず、金額はわかりまし

たけれども、私、心配するのはこの矢板の鉄板すよ、あれ普通、業者さんが埋め立

て、埋めると。やっぱり買ってやる人とリースでやる人といろいろありますな。や

っぱりこれ、そのままのほうが経費かかるいんたども、鉄板の材料費がかなりかか

ってる。そのままやっちゃうとかえって損でねえかな、計算。私はそう見ますけれ

どもすよ。リースで借りて戻してやったほうが逆に安くあがるんでねえかなあとい

うことは、工事のほうから、設計のほうからどのように聴いたか。それだけもう一

度説明お願いします、矢板のことで。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長、お願いします。 

○道路河川課長（進藤孝雄） いまのご質問なんですけれども、矢板をリースで返す

場合と埋め殺してやった場合、まあ買い取ったほうが遙かに値段は高いというかた

ちになってございます。で、詳しい値段というのはわかりませんけれども、矢板を

抜いてそこに薬注をしておかないと道路が崩れることを考えます。そうした場合、

抜いたあとに薬注したほうが経費のほうはかかり増しするという計算で、今回は安

全性も考慮いたしまして埋め殺しにするというかたちにしてございます。 

○委員（小松栄治） 副委員長、お願いします、すいませんけど。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） 説明はわかりましたけども、我々は納得いかねんすおな、それ

では。普通、函渠は全部矢板抜くんすおな。そのあときちんとした土留め工法する

のが普通だすおな。この鉄板埋めて、錆びておかしくなってしまうとだめだすおな。

やっぱりこれはすよ、もう一回設計屋さんと相談したほうがいいんじゃ。なんでも
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かんでも埋めてしまえばいいということではねえと思うんすおな、これ。そのあた

りをすよ、もう一回お聴きしてもらえればありがたいもんだなあと思っております。

それぐれえだすなんし。わからねがら、何年ぐらいもつんだが。 

○副委員長（佐藤育男） 進藤課長いいですか。薬注というところの、ちょっと説明

を、ちょっとお願いできますか。 

○委員（小松栄治） まあ抜いてからの話だどもな。 

○副委員長（佐藤育男） 抜いてからどういう処理をするか。 

○道路河川課長（進藤孝雄） 薬注なんですけれども、抜いたあとに必ず、鉄板の隙

間が発生します。今回は道路を開削するわけでなくて、用水路の安全性を考慮する

ための矢板を打ち込んでしまうということでございます。で、薬注というのは例え

ばベントナイト、そういうもので道路を固めてしまうということをひとつ。方法で

すけれども薬注で鉄板の隙間から薬注をした場合、十分に充填なるかどうかという

ことも考えられます。非常に矢板の延長が長いものでありますので、そういうこと

で今回は矢板を埋め殺しするということでございます。 

○委員（小松栄治） まあ、いいすどもよ、やっぱりすな、 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） 私なば、やっぱりすよ、できたならば矢板を抜いて、で、きち

んと施工してもらったほうがすよ、いいんでねえかなあと思うんだけどもすな。矢

板そのままやって何年もつもんだなか、その鉄板のよ。そう思ったりしております。

不安な要素が残ってるなあと思ったりして。以上、終わります。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松部長。 

○建設部長（小松春一） 今回の場合は、結構、写真でご覧いただいたとおり、結構

大きい水路で底までの深さもあります。で、すぐ当然ながら、その水路の沿線に道

路あって、あまり大きくない道路幅員のさらに隣には、民家がズラっと並んでるよ

うな隠れた路線でもあります。で、当然道路の保護もありましたし、そういった背

後地の住宅保護ってこともあって、矢板による土留めということを仮設的に当初は

計画したわけなんですけども、やはり現場の判断からいって、あそこ、今の現在の

水路というのは底打ちがなされていないような水路で、そのまま抜いてしまうと、

道路のほかにも多分家屋にも影響を及ぼす可能性があると、おそれがあるというこ

とで。仮設というのは本来であれば抜くのが大原則なんですけども、これはやむな

く現地の判断、現場の状況判断で埋め殺ししたほうが安全確保のために一番いい工

法だろうということで判断したところです。 
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○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） へば、最後です。まあ説明、現場のほうはそのままやって、そ

してまず埋め殺しして。へば当然、その間さ側溝やることだすな。それでいいかも

しれねどもよ、将来的に考えればすな。普通なばすよ、なんぼもつか、矢板の鉄板

が何ミリの厚さでどういったもんなもんだべかなあと思います。だから、あんたた

ちそれでいいと思って判断したべど思うども、我々で見ればすよ、なんと、まず我

々の場合だで、我々ばしでなく、ほかの人はなんと考えるかだどもよ、これ矢板そ

のままにして打ってやって、そのまま処理したど。それでもつもんだべがと、鉄板

腐らねべがと、なんし。そんた感じが受けられたもんだがらすよ、それで心配して

るとこだったす。あとはいいっす。 

○副委員長（佐藤育男） 他にございませんか。はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） この水路というのはあれだすか、この市街地再開発組合の範囲

内に入ってらかどうか確認します。 

○建設部長（小松春一） 入ってます。 

○委員（本間輝男） ます。 

○建設部長（小松春一） 今言った道路の、水路に隣接したというか、その水路に沿

って、市道もありますけれども、その市道の半分、幅員の半分まで市街地再開発事

業の区域になります。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ということは、水路が入っているということでまず了解するん

だけども、この工事は負担金という形で支出行為起こすんだけれども、これ工事の

発注者はどっちなる。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい、こちらは市街地再開発事業のほうの発注になり

ます。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 結局、負担金だから、まあ、どうのこうの言うわけでないけれ

ど、発注は、へば、市街地再開発組合が発注主ということになるけれども、施工の

管理運営については組合のほうさ全部まかせるというかたちでいいすか。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） 原則、管理運営は向こうでございますけれども、要所

要所で我々も工事の打ち合わせっていうもの入ってまして、工事の進捗状況、工事
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内容を聴いてチェックかけて、この負担金を出すというかたちになってございます。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 確認の意味だども、市街地再開発組合の範囲内だということが

ひとつ。発注者は組合がやると。それに関して、管理については市役所が応分の対

応をするという解釈でいいすな。 

○建設部長（小松春一） はい、そうです。 

○委員（本間輝男） それで、三つ目の質問としては、この公共施設の整備・管理す

る事前協議というかたちなってるんだけども、事前協議というのはどういう協議し

たのか。と同時に、完成後引き継ぎということになるけども、どういう形で引き継

ぎになるのか。時期的なことと工期的なこともあるし、それから、水そのものなも

んだから、いろいろあると思うので、どういう協議してるのか確認の意味で伺いま

す。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい、事前協議でありますけれども、これは当初、平

成２４年度中に公共施設管理者負担金の打ち合わせということで、数度にわたりま

して詳細を詰めてございます。これは南街区だけではなくて、北街区も含めての協

議でございました。で、この南街区につきましては、平成二十、昨年度ですね、平

成２５年度は用地の分の負担分。で、今年度が工事費の負担分というかたちになっ

てございます。それから工期でありますけれども、この排水路の整備につきまして

は、今年の７月から１１月までの工期となってございます。で、９月末の進捗状況

は４０％の進捗がございます。で、完成引き渡し後は当然管理者であります道路河

川課に引き渡しを受けるわけでございますし、現在の水の管理でございますけれど

も、非常にこの井戸堰というのは水量が多い水路でございます。先程ちょっと申し

忘れましたけれども、この水界を軽減するために既設の流雪溝のポンプを活用して、

ここ以外に一部水を排出してございます。その残った水を仮設の排水ポンプを用い

まして下流域に流していると。それで工事費は尐し軽減されてございますけれども、

そういうかたちで今現在、水管理はしてございます。 

○委員（本間輝男） 副委員長、もうひとついいすか。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） あの、実はすよ、仙北組合病院、旧病院で、水害で、一部水害

がおきた事例があったので、敢えてお聞きしたわけですが、決してあそこ高いわけ

でもないし、バックかかるような非常に危ないところだというふうに私なりに解釈
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してるんだけども、そこら辺に関してもやっぱり組合との協議はされたのかどうか。

高さの問題とかいろいろなことあると思うんだけども、そこら辺まで詰めてるのか

どうか確認します。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい、ちょっと、 

○委員（本間輝男） 部長でもいいす。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松部長、お願いします。 

○建設部長（小松春一） これ当然ながら管理者が市でありますので、水路・道路と

も市が管理者でありますので、事業の特殊性から設計・施工は組合にお任せしたわ

けですけれども、当然ながらその施工の方法だとか、構造・工法等については当然

ながら、当然あとで引き渡しを受けるわけですので、事前協議並びに、これ実は水

路の法線というか、法線も何回か実は変更しながらやってきてます。どれが一番ベ

ターだかってのはその都度その都度協議しながら。というのも、うちのほうの申し

入れ事項が強く、主導型で実は協議してきたと思っています。で、一方では、数年

前の大きな水つきが組合病院付近の冠水があったわけですけれども、これ、既に区

画整理事業で施工済の、この今施工済のすぐ下流側というのも区画整理でボックス

で施工済で高さが決まってます。上下流の高さ決まっているものですから、そこの

高さというのは、あとはただ繋ぐだけという形でありまして、この道路冠水につい

てはあの後、北都銀行の後ろに特殊マンホールというのが、大きいマンホール、元

々区画整理で付けてあったんですけども、そこに排水ポンプを増強しております。

２台設置して、まあ完璧だとはいえませんけれども尐し増強しながら、そこについ

ては対応しております。 

○委員（本間輝男） はい、了解です。 

○副委員長（佐藤育男） ほかに質疑、 

○委員（小松栄治） ちょっと、もう一回、聞きたいこと。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） 悪いっすな、ごめんなさいね。当初のよ、予算書、それから、

このあと１６％ぐらいの増しだすをなんし。で、当初の計画どおりやると、そして、

大変不調法だども、いろんた工事が手間とか材料費が高騰になったので、３％とか

そのぐらい上がってくるすおな。へばせ、当初の予算書の、要するに予算から何％、

例えば工事変更しない場合なわけすよ。例えば今言ったとおり、矢板そのままにす

るとか、また下のほうの、底の現場打ちのコンクリート打設にするとか、そういう
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のしないで、今までどおりのかたちで、今のボックス型のほうのやつとした場合で、

鋼材とかあるいはコンクリ関係の、つまりなんぼ上がって、その差額せ、なんぼに

なったのか、それ知りてえなだす。わかるすべが。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい。当初７，３３０万に対して９，４００万、９，

４２２万９千円、まあ９，４００万を超える額であれば、この部分そのまま工事を

やった場合は上昇率は約２８％と積算してございます。 

○委員（小松栄治） んだべ、２，１００万ぐらいの増加なるげ。 

○道路河川課長（進藤孝雄） ２，０００、そうですね、２，１００万円ぐらいの増

加だったです。 

○副委員長（佐藤育男） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） んだからよ、本来であればそういう崩れるおそれもあっての積

算、予算を設計屋さんが組んだはずだすおな。だから、我々見ると、その設計屋さ

んがどう考えたのかわからないけども、現場のほうの打ち合わせ、現場の方との打

ち合わせ、施工業者の打ち合わせをしてらということになればすよ、まあそれもい

いんだけども、不安要素は、手間暇をかけないでやるとしか見えないんた感じしま

す、我々は。なもんだから、それを現場立入工事の、で、やるとかという変更で、

すれ違いでいるんじゃないかなという気もします。まず、そうでないかもしれない

けどもすよ。なんとなく変更、そういったかたちで変更契約結んでるもんでねえか

なあって感じが見受けられるので、そうでないとすればそうでないということで返

事してください。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） はい。この件につきましては、キチッと現場と管理者

と、設計屋さんから言われたままではなくて、うちのほうの意見も反映しながらや

ってございますので、施工についてはこのままでやらせていただきたいと思います。 

○副委員長（佐藤育男） はい、よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。 

○委員（佐藤隆盛） ちょっと副委員長、ひとつ。 

○副委員長（佐藤育男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） 今のここのとこの除雪はどっちから入ってきて、除雪するんだ

すか、今までやってきたすか。俺いっつも気にしてらどこあるんだったども。今こ

れ新たにこうなってこいば、どっちから入って、除雪。消雪なんてあっこら辺りね

えど。これからなあれだべった、こっち今やってるから。今新しくできてきたとこ
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からやって、どこさ溜めていく。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長。 

○道路河川課長（進藤孝雄） いままでのこの井戸堰というのは流雪溝の代わりにも

なってますので、区画整理事務所側方面から本通り方面へ抜けている、除雪してい

たと、しております。 

○委員（佐藤隆盛） んだか、へばいいすども。ただ、俺だ、夜歩けばここらあたり、

こう雪かかって、なんと言うかな、溜まってるわけでなくて、まあ溜まってるもん

だっけから。だとすれば、今度のときはどっちから来て、なんと行くか、どこさ具

体的に雪もっていくもんだべがと思って。 

○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長、お願いします。 

○道路河川課長（進藤孝雄） 今度の除雪につきましては、そこの、西１号線という

名称なんですけれども、それは道路河川課のほうの発注におきまして消雪を整備す

る予定で、除雪ルートから今後はずれます。 

○委員（佐藤隆盛） ああ、んだ、今後はずれる。だども前は、だって、除雪だった

べった。 

○建設部長（小松春一） あの、現況はあのとおりで大きい水路だったもんで、あそ

この沿線の方々、向かいの水路に投げてらやつもあったったし、ただこれも大きい

水路なので、機械除雪でも対応できてらったんです。今度は、今の水路がいわゆる

暗渠化して、その上が歩道になりますので雪処理がなかなか難しいということで、

それで消雪施設が。道路幅員もあまり大きくない道路ですので消雪化します。 

○副委員長（佐藤育男） はい、よろしいでしょうか。ほかに質疑はございませんか。 

○委員（本間輝男） 副委員長、もうひとつ。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 南外の課長来てらがら、ちょっと伺います。グリーンロード、

今通行止めなってらすか。 

○南外支所農林建設課長（佐藤高義） はい、８月２１日の３時２５分から通行止め

にしております。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ３，０００万かけてこの市道中野・桑台線、まあ、かけてやる

んだけども、今年度中はこれ通行止め継続するって意味だすな。 

○南外支所農林建設課長（佐藤高義） はい、そうです。 

○委員（本間輝男） これ工期はいつまでかかる。（道路河川）課長でもいいすよ。 
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○副委員長（佐藤育男） はい、進藤課長、お願いします。 

○道路河川課長（進藤孝雄） この災害復旧の考え方ですけれども、災害復旧に関し

ましては、道路災害ですね、こちらに関しては１日も早い復旧を目指したいと考え

ておりますが、今後の工程からして１０月末に国の査定を受けます。それから着工

前に入札契約の手続きをするとすれば１２月着工が、早くて１２月になると思いま

す。ですけれども、現地の道路状況からして市道中野・桑台線、災害箇所の盛土部

分の状況、それから土質、または冬期間の降雪状況を考慮した場合、今、工期は年

度内完成を目指すとなってございますけれども、気象条件の整った時期として雪解

け後に施工したほうが施工の安全性、そういうもの、安全性、まあ完成度の高い道

路に復旧するのではないかと考えておりまして、利用者へご不便をおかけする時間

が、期間が長くなりますけれども、場合によっては来年度への繰り越しも視野に入

れた工期の設定をしてまいりたいと考えております。 

○副委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 実はな、そういう、今答弁されたことを私心配してるんだども、

非常にあそこ路線としては重要路線で、横手平鹿・湯沢の人方すごく歩くわけです

よ。で、やっぱりこれ全面通行止めかけるとなれば、相当やっぱり案内板を前々さ

もっていかないと大変だと思うので、やはりあんた言ったとおり冬期間やってざま
・ ・

なものよりも、繰越明許なり継続費なりでもっていったほうが無難だなあと思った

りしてもあったので、十分検討してみてたい。終わります。 

○副委員長（佐藤育男） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（佐藤育男） なければ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。これより採決をいたします。 

本件は原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（佐藤育男） 異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。以上で当委員会に審査付託となりました事件の審査は、すべて終了

いたしました。 

なお、本委員会の「審査報告書」並びに「委員長報告」の案文につきましては、

委員長並びに副委員長にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（佐藤育男） ご異議なしと認め、そのように決しました。これで、建設

水道常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

午前１１時０２分 閉  会 
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